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ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ 

 

平成17年 3月29日開催の当社第5回定時株主総会にて決議されました新株予約権の発行について、平成

17年4月18日開催の取締役会において、同日発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

（1）新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

    当社普通株式259株 

なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は1株とする。 

    ただし、発行日後、当社普通株式の分割または併合を行う場合には、株式分割の場合は割当基準日の

翌日に、株式併合の場合は効力発生日に、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果

生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。 

       調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

 

    また、発行日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要と

するやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的

な範囲で付与株式数を調整する。 

 

（2）新株予約権の総数 

    259個（新株予約権1個につき1株） 

    ただし、前記（1）に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。 

 

（3）新株予約権の発行価額 

 無償とする。 

 

（4）新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額（行使価額） 

1株当たり385,000円 

 



（5）新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 

    99,715,000円 

 

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株券の発行価額のうち資本組入額 

    1株当たり192,500円 

 

（7）新株予約権の権利行使期間 

   平成19年4月2日から平成27年3月31日まで 

 

（8）新株予約権の行使の条件 

① 当社の従業員は、新株予約権の権利行使時においても、当社の役員または従業員であることを要する。 

ただし、当社都合により他社役員または従業員となった場合には権利行使を認める。 

② その他条件については、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づく。 

 

（9）新株予約権の消却事由及び条件 

① 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株

式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、新株予約権を無

償で消却することができる。 

② 新株予約権の割当を受ける者が、前記（8）に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなく

なったときは、新株予約権を無償で消却することができる。 

 

（10）新株予約権の譲渡制限 

    新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

 

 

以上 


